
平成˜�年š月š日 木曜日 第›—›œ号官 報
〇
法
務
省
令
第
三
十
四
号

法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第

十
九
条
第
二
項
及
び
不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法

律
第
二
十
四
号
）
第
九
条
（
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務
局
及

び
地
方
法
務
局
の
支
局
及
び
出
張
所
設
置
規
則
及
び
登
記

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
日

法
務
大
臣

南
野
知
惠
子

法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
支
局
及
び
出
張
所
設

置
規
則
及
び
登
記
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

第
一
条

法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
支
局
及
び
出
張
所

設
置
規
則
（
平
成
十
三
年
法
務
省
令
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
大
分
地
方
法
務
局
の
部
佐
伯
支
局
の
款
同
支
局

の
項
中
「
佐
伯
市

南
海
部
郡
」
を
「
佐
伯
市
」
に
改
め
る
。

第
二
条

登
記
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
法
務
府

令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

大
分
地
方
法
務
局
佐
伯
支
局
管
内
大
分
県
佐
伯
市

宇
目
に
属
す
る
地
域
内
の
登
記
事
務
（
商
業
登
記
の

事
務
を
除
く
。）は
、
大
分
地
方
法
務
局
三
重
出
張
所

で
取
り
扱
わ
せ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省

令
第
一
号

不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
並
び
に
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
小
売
商
業
調
整
特
別
措

置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

農
林
水
産
大
臣

島
村

宜
伸

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令

小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四

年
大
蔵
省
、
厚

生

省
、

農
林
省
、
通
商
産
業
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
条
第
二
項
第
一
号
中

「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年

三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

環

境

省

令
第
一
号

不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
及
び
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商

品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十

二
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
包
装

に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

農
林
水
産
大
臣

島
村

宜
伸

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

環
境
大
臣

小
池
百
合
子

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
大

蔵

省
、
厚

農
林
水
産
省
、
通

生

省
、

商
産
業
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
六
条
第
二
号
イ
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記

事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
（
裏
面
）
及
び
様
式
第
二
（
裏
面
）
中
「登

記
簿
の
謄
本

」
を
「登

記
事
項
証
明
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年

三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財

務

省

経
済
産
業
省
令
第
一
号

不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
及
び
電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
二
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定

す
る
指
定
会
社
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る

指
定
会
社
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
会
社
に

関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財

務

省

経
済
産
業
省
令
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登

記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年

三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
部
科
学
省
著
作
教
科
書
出
版
資
格
審
査
申
請
書
規

則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

文
部
科
学
省
著
作
教
科
書
出
版
資
格
審
査
申
請

書
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

登
記
事
項
証
明
書

（
私
立
学
校
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

私
立
学
校
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
文
部

省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
登
記
簿
の
謄
本
又
は
そ
の
登

記
し
た
事
項
に
係
る
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」

に
改
め
る
。

（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転

等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中「
登
記
簿
の
抄
本
」

を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

一

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運

転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第

八
十
三
号
）
第
一
条
の
三
第
二
項
第
十
一
号
、
第
五

条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
五
条
の
四
第
二
項
第
十

号
二

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府

令
第
五
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号

三

国
際
規
制
物
資
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
六
年
総
理
府
令
第
五
十
号
）
第
四
条
の
四
第
二

項
第
一
号
及
び
第
四
条
の
九
第
一
項
第
一
号

四

指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五

十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
一
号
）
第
三
条
第
二
項
第

一
号
、
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
十
六

条
第
二
項
第
一
号

〇
文
部
科
学
省
令
第
二
号

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）、

不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）、
不
動

産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
及
び

船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係

法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
不
動
産
登
記
法
等
の
施
行
に
伴

う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
理
に
関
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
日文

部
科
学
大
臣

中
山

成
彬

不
動
産
登
記
法
等
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関

係
省
令
の
整
理
に
関
す
る
省
令

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中「
登
記
簿
の
謄
本
」

を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

一

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省

令
第
十
一
号
）
第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
第
一
号

二

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令

第
二
号
）
第
七
条
第
二
項
第
二
号

三

指
定
試
験
機
関
及
び
指
定
登
録
機
関
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府
令
第
四
十
四
号
）
第
三

条
第
二
項
第
一
号

四

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
文
部
省
令
第

三
十
五
号
）
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号

五

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
十
年
文
部
省
令
第
三
十
九
号
）
第
十

二
条
第
二
項
第
二
号

六

文
部
科
学
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設

立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府

文
部
省

令
第
四
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
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